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○御所市開発指導要綱 

平成１２年４月２７日 

告示第１０号 

（目的） 

第１条 この告示は、御所市の伝統と自然、風土を生かした開発を計画的に行い、調

和のとれた整備を図るとともに、公共公益施設の整備充実を図るため、開発事業等

に対し一定の指導基準を定めることにより事業者の理解と協力を求め、もって良好

な住環境の維持、保全を図りつつ住みよい福祉のまちづくりに寄与することを目的

とする。 

（定義） 

第２条 この告示における用語の定義は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。

以下「法」という。）及び建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に規定するも

ののほか、次の各号に定めるところによる。 

(１) 開発事業 主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画若しく

は形質の変更をする事業又は建築物の建築を行う事業をいう。 

(２) 事業者 開発事業を行うものをいう。 

(３) 開発区域 開発事業を行う土地の区域をいう。 

(４) 中高層建築物 地上階数が３以上又は高さ１０メートルを超える建築物をい

う。 

(５) 公共施設 道路、公園、緑地、下水道、河川、水路、消防水利施設、上水

道、交通安全施設及びその他公共の用に供する施設をいう。 

(６) 公益施設 学校教育施設、社会教育施設、環境衛生施設、福祉施設及びその

他公益上必要な施設をいう。 

（適用範囲） 

第３条 この告示は、本市において行われる開発事業で次の各号に掲げるものに適用

する。 

(１) 法第２９条第１項の許可を必要とする開発行為 

(２) 開発事業で開発区域が５００平方メートル以上のもの 

(３) 中高層建築物の建築 

(４) 道路位置指定によるもの 
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(５) その他市長が必要と認めるもの 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号については、この告示の規定の全部又は一部

を適用しない。 

(１) 自己の居住の用に供する住宅を目的とする開発事業 

(２) 国又は地方公共団体が行う開発事業 

（事前協議） 

第４条 事業者は、前条に掲げる開発事業を行おうとする場合、関係法令に基づく手

続を行う前に、あらかじめ市長に申し出て、この告示に基づく協議をしなければな

らない。 

２ 市長は、前項の規定により協議を申し出た事業者に対し、この告示に目的の趣旨

に基づき指導するものとする。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、この告示の目的及び関係法令を遵守し、均衡ある健全な市街地の

形成に配慮しなければならない。 

２ 事業者は、関係住民等との間に紛争が生じないよう努めるとともに、良好な近隣

関係を保たなければならない。 

３ 事業者は、奈良県住みよい福祉のまちづくり条例（平成７年奈良県条例第３０

号）を遵守し、その整備基準に適合するよう努めなければならない。 

（住民及び利害関係者との協議） 

第６条 事業者は、当該開発事業の関係する自治会及び利害関係者に対し、開発事業

に係る計画内容をはじめ、工事内容、地域安全対策、公害等広範囲に関する事項に

ついて十分理解と協力を得られるよう積極的に説明を行い、特に必要な事項につい

ては、覚書を締結する等合意の形成を図るよう努めるものとする。 

（工事の施工） 

第７条 事業者は、開発事業に関する工事の施工に当たっては、関係法令及びこの告

示の規定の内容を誠実に履行しなければならない。 

２ 事業者は、開発事業に関する工事の施工に当たっては、他に被害が生じないよう

万全の措置を講じるとともに、被害が生じたときは速やかに必要な措置を講じなけ

ればならない。 

（公共、公益施設及びその施工） 
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第８条 事業者は、自己の開発区域内及び開発事業に起因する全ての公共、公益施設

について、市長と協議の上自己の負担において施工しなければならない。 

２ 事業者は、前項の公共、公益施設を施工しようとするときは、事前に工法、材

料、構造等に市長と協議を行い承認を得なければならない。 

３ 事業者は、前項の協議に変更が生じたときは、速やかに市長と協議を行いその指

示に従わなければならない。 

（道路関係） 

第９条 事業者は、道路築造について、市長と協議の上奈良県開発許可制度に関する

審査基準（技術基準編）（以下「県審査基準集」という。）並びに市の道路計画及

び御所市道認定基準に適合させることはもとより、開発区域内の配置、当該区域周

辺の状況、予定建築物の規模及び用途等を勘案し計画しなければならない。 

２ 事業者は、開発区域内外において新設又は改良する場合は全て舗装するものと

し、その工法については、市長と協議の上施工しなければならない。 

（上水道施設） 

第１０条 事業者は、開発区域に給水するため上水道施設を設置するときは、あらか

じめ奈良県広域水道企業団（以下「企業団」という。）と協議の上、その区域の規

模、予定建築物の用途等を考慮した構造及び能力で、適切に配置するものとする。 

２ 上水道施設の施工等については、全て企業団の定めるところによるものとする。 

（環境衛生施設） 

第１１条 事業者は、開発区域内における汚水処理については、次のいずれかによる

ものとする。 

(１) 公共下水道方式 

(２) 浄化槽方式（集中浄化施設を設置する場合を含む。） 

(３) 汲み取り方式 

２ 開発区域内の汚水排水は、原則として雨水と汚水を分離した分流式としなければ

ならない。 

３ 公共下水道方式により処理する場合は、市長と協議の上、市の汚水幹線に事業者

の負担により接続しなければならない。 

４ 浄化槽方式により処理した放流水の水質は、下水道法（昭和３３年法律第７９

号）第８条の規定による基準に適合し、放流に当たっては、水利権者と協議しなけ
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ればならない。 

５ 集中浄化施設を設置した場合、下水道に接続するまで事業者において管理しなけ

ればならない。 

６ 浄化槽方式の場合、合併浄化槽を設置しなければならない。 

７ 処理した汚水の放流に起因して生ずる紛争は、全て事業者において解決しなけれ

ばならない。 

８ 汲み取り方式により処理しようとする場合は、市長と協議の上特に必要と認めた

場合に限るものとする。 

（雨水排水）  

第１２条 雨水排水は、放流先の水利権者及び管理者と協議の上、開発区域を含む集

水区域全体の流量を勘案し、排水路等に適切かつ有効に排出できるように接続され

ていなければならない。   

２ 事業者は、公共施設へ雨水排水の放流がある場合は、放流先の管理者の同意を得

なければならない。  

３ 事業者は、大和川流域における総合治水の推進に関する条例（平成29年奈良県条

例第13号）第２条第８項各号に該当する開発事業を行う場合は、特定都市河川浸水

被害対策法（平成15年法律第77号）及び大和川流域における総合治水の推進に関す

る条例に基づき、奈良県知事及び市長と協議の上、雨水流出抑制施設を設置しなけ

ればならない。  

４ 事業者は、前項の開発事業に該当しない場合であっても、放流河川及び水路等の

排水能力等を総合的に勘案し、市長が特に必要と認める場合は、同項の規定に準じ

て雨水流出抑制施設を設置するものとする。 

５ 雨水流出抑制施設の管理者は、当該施設の管理に関する一切の業務を適正に行わ

なければならない。 

（ゴミ集積施設関係）第１３条 事業者が集合住宅を建設しようとするときは、開発

区域内にゴミ集積施設を設置しなければならない。 

（屋外広告物） 

第１４条 開発事業者は、奈良県屋外広告物条例（昭和３５年奈良県条例第７９号）

に規定する屋外広告物を掲出するときは、御所市奈良県屋外広告物条例施行規則

（平成１４年御所市規則第１４号）により市長の許可を受けなければならない。 
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（公園、緑地関係） 

第１５条 事業者は、開発区域内においてその開発規模に応じ、県審査基準集が定め

る基準により公園等を確保しなければならない。 

２ 事業者は、公園の位置については、利用形態、避難場所等を考慮に入れ計画しな

ければならない。 

３ 事業者は、市長と協議の上、公園内に施設、樹木等を配置するものとし、植樹計

画については積極的な緑化の推進を考慮しなければならない。 

（墓地、ため池施設の関係） 

第１６条 事業者は、開発区域内に墓地、ため池が所在する場合は、事前に市長に申

し出て指示を得た上、周辺地区の住民及び利害関係者と協議し、整備するよう計画

しなければならない。 

（交通、防犯、案内板関係） 

第１７条 事業者は、交通安全施設について、規模、設置場所、方法等を市長及び関

係機関と協議の上、設置しなければならない。 

２ 事業者は、工事を施工する場合において一般交通に支障が生じないよう、安全対

策等適切な処置を講じなければならない。 

第１８条 事業者は、開発区域内及びその周辺地域の必要な場所に市長と協議の上防

犯灯及び案内板等を設置しなければならない。 

（消防水利関係） 

第１９条 消防水利施設の設置は、所轄の消防署長と協議の上、その同意を得るもの

とする。 

（教育施設） 

第２０条 事業者は、開発区域等の状況により必要と認めるときは、事前に市長と協

議の上環境等を配慮した位置にその用地を確保しなければならない。 

（集会所施設） 

第２１条 事業者は、開発事業に係る計画戸数に応じ事前に市長と協議の上、適切な

位置及び規模で集会施設を設置しなければならない。 

（駐車、駐輪施設） 

第２２条 事業者は、開発事業を行う場合に開発区域内の建築物の用途規模並びに居

住者の安全等を考慮し、駐車、駐輪施設を市長及び関係機関と協議の上、確保しな
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ければならない。 

（文化財） 

第２３条 事業者は、この告示に基づく事前協議を行うまでに、開発事業区域内及び

その周辺の埋蔵文化財等の有無について、御所市教育委員会（以下「教育委員会」

という。）に確認し、文化財がある場合、その取扱い等について協議しなければな

らない。 

２ 事業者は、工事中、埋蔵文化財等を発見したときは、直ちに工事を中止し、現状

を変更することなく速やかに教育委員会及び関係機関に届け出て、これらの措置等

について協議しなければならない。 

（公害関係） 

第２４条 事業者は、開発事業により公害発生のおそれがある場合は市長に協議する

とともに、公害防止対策等必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業者は、開発事業により近隣の住民等から公害に対する苦情等の申出があった

場合は、速やかに適切な対策を講じるとともに、誠意をもって自主的に解決しなけ

ればならない。 

（被害の補償） 

第２５条 事業者は、開発事業に起因して生じた直接的又は間接的な被害について

は、その補償の責めを負わなければならない。 

（宅地区画の基準） 

第２６条 １戸当たりの宅地区画面積の最低敷地規模は、県審査基準集が定める基準

による。 

（ワンルーム形式の集合住宅） 

第２７条 事業者は、ワンルーム形式集合住宅の建築に当たって次の各号に掲げる事

項に適合しなければならない。 

(１) 住戸等の専用床面積（ベランダ部分及び共用部分を除く。）は、１６平方メ

ートル以上とする。 

(２) 管理人室を設け、管理人を配置すること。ただし、３０戸未満のワンルーム

形式集合住宅については、確実な管理が行えると市長が認めた場合は、この限り

ではない。 

(３) 使用規定等を定め入居者にこれを遵守させること。 
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(４) 玄関、ホール等見やすい場所に緊急連絡先等の表示板を設置すること。 

（工事の着手、完了及び検査） 

第２８条 事業者は、開発事業に関する工事の着手、完了その他の状況を市長に届け

出るとともに、市長が必要と認める場合、検査を受けなければならない。 

２ 前項の検査の結果、当該工事に不備な箇所があったときは、事業者の負担におい

て整備しなければならない。 

（公共、公益施設の引継ぎ等） 

第２９条 開発事業により設置させた公共、公益施設及びその用に供する土地につい

ては、原則として工事完了公告の日の翌日において市に帰属するものとし、事業者

は所定の手続を行わなければならない。 

２ 前項の施設及びその用に供する土地は、無償とする。 

３ 第１項の規定により、市に引き継ぎ、帰属することとなる公共、公益施設の管理

については、当該公共、公益施設等の管理者となるべき者と事業者の間において、

十分協議するものとする。 

４ 事業者は、第１項の規定により、市に帰属のあった施設について、引継日から１

年間の瑕疵責任を負うものとする。 

（紛争の解決） 

第３０条 開発事業に起因して生じる一切の紛争については、事業者の責任において

これを解決しなければならない。 

（協定の締結） 

第３１条 事業者は、この告示に基づき協議を行った結果、合意に達したときは協定

書を締結するものとする。 

（開発事業の変更又は廃止） 

第３２条 事業者は、開発事業の変更又は廃止をするときは、事前に市長と協議し同

意を得るものとする。 

（空き地の管理） 

第３３条 事業者は、開発区域内の空き地を自らの責任において適正に管理しなけれ

ばならない。 

第３４条 削除 

（その他） 
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第３５条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行し、平成１２年４月１日から適用する。 

（旧要綱の廃止） 

２ 次に掲げる要綱は、廃止する。 

(１) 御所市住宅地造成事業に関する指導要綱（昭和４６年御所市告示第８号） 

(２) 小規模住宅地造成業者に関する指導要綱（昭和４６年御所市告示第９号） 

（経過措置） 

３ この要綱の施行の際、廃止された要綱に基づき協議が行われ、又は既に協議が終

了した開発事業については、なお従前の例による。 

附 則（平成１４年告示第１９号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、改正前の要綱に基づき協議が行われ、又は既に協議が終了

した開発事業については、なお従前の例による。 

附 則（平成２６年告示第４４号） 

（施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、改正前の告示に基づき協議が行われ、又は既に協議が終了

した開発事業については、なお従前の例による。 

附 則（平成３０年告示第８８号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成３０年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、改正前の告示に基づき協議が行われ、又は既に協議が終了

した開発事業については、なお従前の例による。 

附 則（令和６年告示第１６４号） 
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この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、改正前の告示に基づき協議が行われ、又は既に協議が終了

した開発事業については、なお従前の例による。 

 


